
沖
ノ
島
か
ら
神
社
の
起
源
を
考
え
る

《
論
文
》

西
谷　

正

は
じ
め
に

沖
ノ
島
に
お
け
る
古
代
祭
祀
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
巨
岩
群
一
帯
で
四
世
紀

後
半
か
ら
九
世
紀
末
ま
で
約
五
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
斎
行
さ
れ
た
。
そ
の
間
、
岩
上

か
ら
岩
陰
、
半
岩
陰
・
半
露
天
を
経
て
、
露
天
へ
と
祭
場
が
、
ま
た
、
各
祭
場
に
奉
献

さ
れ
た
文
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
性
を
示
し
な
が
ら
四
段
階
を
経
て
変
遷
す
る
こ
と
も

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
最
終
段
階
に
当
た
る
八
～
九
世
紀
の
露
天
祭
祀
は
、
そ
れ
ま
で
の
沖
ノ

島
だ
け
で
は
な
く
、
新
た
に
大
島
と
本
土
部
の
田
島
で
も
行
わ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の

段
階
で
は
、
三
カ
所
で
露
天
祭
祀
が
斎
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
に
は
そ
れ
ぞ
れ
胸
形
之
奥
津
宮
・
中
津
宮
・

邊
津
宮
と
、
遠お

き
つ
み
や瀛

・
中な

か
つ
み
や瀛

・
海へ

つ
み
や濱

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
三
カ
所
の
露
天
祭

祀
と
三
宮
の
関
係
を
検
討
す
る
中
で
、
沖
ノ
島
古
代
祭
祀
に
お
け
る
自
然
崇
拝
か
ら
小

祀
の
誕
生
へ
と
い
う
、
信
仰
も
し
く
は
祭
祀
の
実
像
、
そ
し
て
、
神
社
の
起
源
の
問
題

に
も
迫
り
た
い
と
思
う
。

一
、
沖
ノ
島
に
お
け
る
露
天
祭
祀

沖
ノ
島
に
お
け
る
祭
祀
形
態
の
特
徴
は
、巨
岩
群
一
帯
を
祭
場
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
巨
岩
を
磐
座
と
し
て
、
そ
こ
に
神
々
が
降
臨
さ
れ
る
と

考
え
、そ
の
神
々
に
祈
り
を
捧
げ
る
と
い
う
、い
わ
ば
自
然
崇
拝
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の
三
宮
の
成
立
は
、
田
心
姫
神
・
湍
津
姫
神
・
市
杵
島
姫
神

と
い
う
三
女
神
に
象
徴
さ
れ
る
人
格
神
の
誕
生
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
三
宮
の
宮
と
い
う
以
上
は
、
何
ら
か
の
建
造
物
を
意
味
す

る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、す
で
に
「
古
事
記
に
宮
號
が
見
え
て
ゐ
る
の
は
、

同
書
の
編
纂
さ
れ
た
奈
良
時
代
初
期
に
は
、「
宮
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
は
し
い
神
祠

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る

（
1
）

。

こ
こ
で
、
宗
像
神
社
沖
津
宮
に
関
す
る
社
記
、
つ
ま
り
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に

黒
田
藩
の
警
備
役
と
し
て
沖
ノ
島
に
渡
っ
た
国
学
者
・
青
柳
種
信
の
『
防
人
日
記
』（

2
）

の
中
に
、『
風
土
記
』
逸
文
に
当
た
る
筑
前
国
宗
像
郡
の
記
述
が
あ
る
の
が
参
考
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、「
西
海
道
風
土
記
に
曰
は
く
、
宗
像
の
大
神
、
天あ

ま
く
だ降

り
ま
し
て
埼さ

き
と
や
ま

門
山

に
居
給
ひ
し
時
、青あ

お
に蕤

の
玉
〈
一
本
に
八
尺
蕤
紫
玉
と
あ
り
。〉
を
奥お

き
つ
み
や

津
宮
の
表か

た
ちに

置
き
、
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八や
さ
か
に

尺
瓊
の
紫
の
玉
を
中な

か
つ
み
や

津
宮
の
表か

た
ちに

置
き
、
八や

た咫
の
鏡
を
邊へ

つ
み
や宮

の
表か

た
ちに

置
き
て
、
こ
の

三み

つ
の
表か

た
ちを

神か

み體
の
形

み
か
た
ちと

成
し
て
三み

つ
の
宮
に
納
め
、
す
な
は
ち
納か

く隠
り
給
ひ
き
。
因

り
て
、
身み

な
か
た形

の
郡
と
い
ふ
。
後
の
人
改
め
て
宗む

な
か
た像

と
い
ひ
き
。」（

3
）

と
見
え
る
。
こ
の
記

事
か
ら
は
、
奥
津
宮
・
中
津
宮
・
邊
津
宮
の
ご
神
体
が
そ
れ
ぞ
れ
青
蕤
玉
・
八
尺
瓊
紫

玉
・
八
咫
鏡
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
三
つ
の
ご
神
体
を
納

め
る
三
宮
、
い
い
換
え
る
と
小
祀
が
誕
生
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
す
と
考
え
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
、す
で
に
「
こ
れ
ら
の
神
體
を
奉
安
す
る
に
足
る
社
殿
（
或
は
寶
殿
）
が
、

構
造
の
大
小
は
別
と
し
て
も
、
恐
ら
く
は
奈
良
時
代
、
否
そ
れ
以
前
に
お
い
て
存
し
た

で
あ
ら
う
こ
と
は
推
測
す
る
に
難
く
な
い
。」（

2
）

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ
で
小
祀
と

い
う
の
は
、
現
在
、
沖
ノ
島
の
沖
津
宮
拝
殿
の
南
に
10
メ
ー
ト
ル
弱
の
地
点
に
建
ち
、

天
照
大
神
を
祀
る
末
社
の
よ
う
な
建
造
物
を
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
沖
ノ
島
に
お
け
る
露
天
祭
祀
の
一
号
遺
跡
を
見
る
と
、
祭
場
の
中
心
部
と

見
ら
れ
る
３
︱

Ｃ
調
査
区
か
ら
２
︱

Ｃ
区
に
か
け
て
大
石
が
存
在
し
、
そ
こ
に
続
く
３
︱

Ｂ
、
２
︱

Ｄ
、
２
︱

Ｅ
区
で
は
葺
石
状
に
角
礫
を
敷
き
、
や
や
大
形
の
石
を
並
べ
て
区
画

が
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
斜
面
の
低
い
側
で
は
葺
石
し
て
祭
壇
の
輪

郭
を
形
づ
く
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
に
い
た
っ
た

（
4
）

。
こ
れ
ら
の
大
石
や
敷
石
な

ど
を
遺
構
と
考
え
、
祭
壇
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆

者
は
そ
れ
ら
の
遺
構
に
、
む
し
ろ
小
祀
の
基
壇
の
可
能
性
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

二
、
社
殿
の
成
立

い
ま
述
べ
た
よ
う
な
小
祀
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
に
見
る
よ
う
な
社
殿
の
成
立

へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
像
大
社（
5
）に

お
け
る
現
存
最
古
の
社
殿
建
築
は
、

中
津
宮
の
そ
れ
で
、
室
町
時
代
末
期
の
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
に
さ
か
の
ぼ
る
と
も

い
わ
れ
る
一
方
、
建
築
史
的
に
は
裏
付
け
が
取
れ
な
い（
6
）。

現
状
で
確
実
に
い
え
る
の

は
、
辺
津
宮
の
本
殿
で
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
建
造
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
九

州
最
古
の
例
は
、
太
宰
府
天
満
宮
末
社
の
志
賀
社
で
あ
り
、
志
加
大
明
神
と
綿
津
見
三

柱
神
を
祀
る
が
、室
町
時
代
中
期
の
長
禄
二
年
（
一
四
五
八
）
の
建
造
に
な
る
。
一
方
、

文
献
記
録
で
い
う
と
、
ま
ず
、『
令
集
解
』
所
引
の
養
老
七
年
（
七
二
三
）
十
一
月
十

六
日
の
太
政
官
の
処
分
に
よ
る
と
、
宗
像
郡
が
神
郡
つ
ま
り
宗
像
一
郡
が
神
社
の
神
戸

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
殿
の
構
造
は
か
な
り
具
備
し
て
い
た

（
2
）

と
推

測
さ
れ
る
。
つ
い
で
、『
宗
像
社
造
営
代
々
流
記
』
は
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
に
、「
廃

所
社
」
つ
ま
り
既
存
の
社
が
荒
廃
し
た
の
で
新
た
に
改
築
さ
れ
た
と
記
す
。

『
宗
像
社
造
営
代
々
流
記
』は
ま
た
、天
仁
二
年（
一
一
〇
九
）の
社
殿
焼
失
を
記
す
が
、

平
安
時
代
末
期
の
『
中
右
記
』
は
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
に
宮
司
に
よ
っ
て
社
殿
が

造
営
さ
れ
た
と
い
う
。『
中
右
記
』
は
ま
た
、
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
五
月
二
十
八

日
の
条
に
見
え
る
長
承
元
年
九
月
十
一
日
の
社
殿
の
再
度
の
炎
上
を
伝
え
る

（
7
）

。
こ

の
よ
う
に
見
て
来
る
と
、
ま
ず
、
八
世
紀
前
半
に
社
殿
が
成
立
し
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
が
、十
二
世
紀
初
に
焼
失
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
四
〇
〇
年
近
い
間
に
は
、

老
朽
化
に
伴
う
改
築
や
、
記
録
に
は
残
っ
て
い
な
い
が
火
災
な
ど
に
よ
る
被
災
な
ど
も

当
然
の
こ
と
と
し
て
想
定
さ
れ
る
が
、
資
（
史
）
料
的
に
は
知
る
術
が
な
い
。

こ
こ
で
、
社
殿
の
成
立
に
関
し
て
、
文
献
記
録
を
広
く
渉
猟
す
る
と
、
古
く
は
『
日

本
書
紀
』
の
欽
明
天
皇
十
六
年
（
五
五
五
）
二
月
の
条
に
、「
神
の
宮み

や

を
修つ

く
ろひ

理お
さ

め
て
、

神
の
靈み

た
まを

祭ま
つ

り
奉

た
て
ま
つら

ば
、
國く

に

昌さ

か盛
え
ぬ
べ
し
。」（

8
）

と
あ
る
神
の
宮
つ
ま
り
社
殿
の
修

2



理
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。
つ
い
で
、
同
じ
く
『
日
本
書
紀
』
の
斉
明
天
皇
五
年
（
六

五
九
）
の
条
に
、「
出

い
ず
も
の
く
に
の
み
や
つ
こ

雲
國
造
〈
名
を
闕も

ら

せ
り
。〉
に
命お

ほ

せ
て
、
神か

み

の
宮
を
修つ

く
り
よ
そ厳

は
し

む
。」（
8
）

と
見
え
る
。
こ
の
神
の
宮
に
つ
い
て
、
か
つ
て
出
雲
郡
の
杵
築
大
社
（
出
雲

大
社
）
と
さ
れ
た
が
、
す
ぐ
次
に
於お

う
の
こ
お
り

友
郡
が
あ
る
の
で
、
そ
の
後
、
意
宇
郡
の
熊
野
大

社
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
の
天
武
天
皇
の
条
で
は
、
神
社
に

関
す
る
記
事
が
少
な
か
ら
ず
散
見
で
き
る
。
ま
ず
、
天
武
天
皇
三
年
（
六
七
四
）
八
月

三
日
の
条
の
石
上
神
宮
、
同
十
月
九
日
の
条
の
伊
勢
神
宮
、
六
年
五
月
二
十
八
日
の
条

の
天
社
地
社
、
十
年
（
六
八
一
）
正
月
十
九
日
の
条
の
「
畿

う
ち
つ
く
に内

及お
よ

び
諸く

に
ぐ
に国

に
詔

み
こ
と
の
りし

て
、

天あ
ま
つ
や
し
ろ
く
に
つ
や
し
ろ

社
地
社
の
神
の
宮
を
修を

さ
め
つ
く理

ら
し
む
。」（

8
）

の
記
事
、
そ
し
て
、
十
三
年
十
月
十
四

日
の
条
に
見
ら
れ
る
、「
人ゐ

の
と
き定

に
逮い

た

り
て
、
大お

ほ

き
に
地な

ゐ
ふ震

る
。
…
…
諸く

に
ぐ
に国

の
郡こ

お
りの

官
つ
か
さ
や
か
ず舎

及お
よ

び
百

お
ほ
み
た
か
ら

姓
の
倉く

ら屋
、寺て

ら
や
し
ろ

塔
神
社
、破や

ぶ壊
れ
し
類た

ぐ
ひ、勝あ
げ

て
數か

ぞ

ふ
べ
か
ら
ず
。」（

8
）

の
記
事
は
、

七
世
紀
後
半
に
入
る
と
、
社
殿
が
か
な
り
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
そ

し
て
、
八
世
紀
に
入
る
と
、
た
と
え
ば
『
肥
前
国
風
土
記
』（

3
）

で
は
、「「
こ
の
土く

に地
に

神
あ
り
、
甚い

た

く
御み

よ
ろ
ひ鎧

を
願ほ

り
せ
り
」
と
申
し
き
。
天

す
め
ら
み
こ
と

皇
、
宜
り
給
ひ
し
く
、「 

實ま
こ
と

然さ

る

事
あ
ら
ば
、
神
の
社
に
納
め
奉
ら
む
。」
因
り
て
永な

が
よ世

の
社や

し
ろと

號な
づ

く
。
後
の
人
、
改
め

て
長な

が
を
か岡

の
社や

し
ろと

い
ふ
。」
と
か
、
姫ひ

め
こ
そ社

の
郷さ

と

に
関
連
し
て
、「
こ
こ
に
亦
織お

り
ひ
め女

の
神か

み

も
や

が
て
社
を
立
て
て
祭
り
き
。」と
見
え
る
よ
う
に
、社
殿
の
存
在
を
物
語
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
前
記
の
文
献
史
料
に
対
し
て
、
考
古
資
料
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し

よ
う
。
こ
れ
ま
で
に
発
掘
調
査
さ
れ
た
社
殿
は
、
古
く
は
古
墳
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。

鳥
取
県
の
長
瀬
高
浜
遺
跡
の
場
合
、
四
世
紀
後
半
頃
に
当
た
る
が
、
深
さ
六
〇
セ
ン
チ

ほ
ど
の
方
形
竪
穴
の
中
に
、
直
径
五
〇
セ
ン
チ
の
主
柱
四
本
が
五
メ
ー
ト
ル
間
隔
で

立
っ
て
い
る
。
南
側
に
は
階
段
を
支
え
た
柱
穴
も
見
ら
れ
る
。
外
側
の
前
方
後
方
形
の

第１図　金貝遺跡・賀茂社本殿との比較（松尾充晶、2016 年による）
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第２図　鳥羽遺跡
発掘調査で明らかになった神殿跡（上）と神殿復元図（下）
（大阪府立弥生文化博物館、1992 年による）
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第３図１　金武城田遺跡　基壇状施設
（吉留秀敏ほか、2007 年による）

第３図２　金武城田遺跡　古代「神社」遺構復元図
（吉留秀敏ほか、2007 年による）
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溝
の
中
に
も
小
さ
な
穴
が
狭
い
間
隔
で
立
ち
並
ら
ぶ
の
は
、
玉
垣
の
よ
う
な
柵（
9
）の

遺

構
と
思
わ
れ
る
。
五
世
紀
終
わ
り
頃
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
、
兵
庫
県
の
松
野
遺
跡

で
知
ら
れ
る
。
長
辺
（
桁
行
）
五
・
一
メ
ー
ト
ル
、
短
辺
（
梁
間
）
四
・
一
メ
ー
ト
ル

規
模
の
建
物
で
、
短
辺
中
央
の
柱
（
妻
柱
）
の
外
側
に
独
立
し
た
棟
持
柱
が
立
つ

（
9
）

構
造
に
な
っ
て
い
る
。

奈
良
～
平
安
時
代
で
、
八
世
紀
前
半
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
島
根
県
出
雲
市
の
青
木
遺

跡
や
杉
沢
Ⅲ
遺
跡
は
、
比
較
的
早
い
調
査
例
で
あ
る

（
10
）

。
八
世
紀
後
半
頃
の
金
貝
遺

跡
は
、
賀
茂
社
本
殿
と
の
共
通
性
か
ら
も
注
目
さ
れ
る

（
11
）

（
第
１
図
）。
八
世
紀
中
頃

か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
の
遺
構
は
群
馬
県
の
鳥と

り
ば羽

遺
跡
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
（
第
２

図
）。
こ
こ
で
は
、
四
・
五
メ
ー
ト
ル
四
方
の
本
体
に
縁
を
め
ぐ
ら
し
、
周
囲
に
は
十

四
メ
ー
ト
ル
四
方
の
玉
垣
状
の
柵
が
取
り
囲
む
。
さ
ら
に
、
そ
の
外
側
で
は
東
側
に
出

入
口
を
持
つ
幅
五
メ
ー
ト
ル
の
溝
が
取
り
巻
く

（
12
）

。

同
じ
頃
の
遺
構
は
、
九
州
で
も
福
岡
市
の
金
武
城じ

ょ
う
た田

遺
跡
に
お
い
て
検
出
さ
れ
て
い

る
（
13
）

（
第
３
図
１
・
２
）。
す
な
わ
ち
、
基
壇
状
施
設
と
、
二
重
の
溝
、
礫
敷
、
柵
に

囲
ま
れ
た
梁
行
三
・
八
メ
ー
ト
ル
×
桁
行
六
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
小
規
模
な
総
柱
掘
立
柱

建
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
構
に
対
し
て
、
九
世
紀
前
半
頃
の
「
神
社
」
神
殿
と
解
釈

し
、
そ
の
南
側
前
面
（
Ａ
区
）
を
拝
所
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

さ
き
に
触
れ
な
か
っ
た
史
（
資
）
料
は
、ほ
か
に
も
種
々
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

大
分
県
宇
佐
市
の
宇
佐
神
宮
は
御
許
山
に
お
け
る
自
然
崇
拝
を
起
源
と
す
る
。そ
れ
が
、

和
銅
五
年
（
七
一
二
）
の
鷹
居
社
や
、
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
の
小
山
田
社
へ
の
遷
座

に
際
し
、
そ
れ
ぞ
れ
社
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
神
亀
二
年
（
七
二
五
）
に

現
在
の
亀
山
の
地
に
宇
佐
神
宮
が
造
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

考
古
学
の
発
掘
資
料
で
は
、
奈
良
県
御
所
市
の
秋
津
遺
跡
の
よ
う
に
、
四
世
紀
前
半

の
独
立
棟
持
柱
を
持
つ
掘
立
柱
建
物
が
認
め
ら
れ
、
伊
勢
の
神
宮
の
社
殿
に
通
じ
る
建

造
物
を
彷
彿
さ
せ
る
。

現
存
す
る
最
古
の
社
殿
は
、京
都
府
宇
治
市
に
あ
る
宇
治
上
神
社
の
本
殿
の
内
殿
で
、

平
安
時
代
後
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
建
造
年
代
に
関
し
て
は
、
古
く
は
延
喜
元
年
（
九
〇

一
）
醍
醐
天
皇
創
建
説
が
あ
り
、
新
し
く
は
治
暦
三
年
（
一
〇
六
七
）
に
後
冷
泉
天
皇

行
幸
時
に
お
け
る
離
宮
明
神
へ
の
神
位
伝
承
な
ど
が
参
考
と
な
る
。
最
近
で
は
、
建
築

部
材
に
対
す
る
年
輪
年
代
測
定
が
行
わ
れ
、一
〇
六
〇
年
頃
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
滋
賀
県
長
浜
市
の
琵
琶
湖
の
北
端
に
位
置
す
る
塩
津
港

遺
跡
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
成
果
は
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
平
安
時
代
後
期
の
十
一
世

紀
末
～
十
二
世
紀
末
頃
と
推
定
さ
れ
る
が
、
神
輿
ほ
ど
の
小
型
の
神
殿
の
一
部
と
見
ら

れ
る
懸
魚
・
垂
木
や
欄
干
な
ど
の
部
材
が
出
土
し
た
。
つ
ぎ
に
、
保
延
三
年
（
一
一
三

七
）
の
起
請
文
を
内
容
と
す
る
長
大
な
木
簡
が
多
数
出
土
し
た
。
専
門
の
運
送
業
者
が

琵
琶
湖
を
縦
断
す
る
積
荷
の
確
実
な
輸
送
を
神
に
誓
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平

安
時
代
後
期
の
木
彫
り
神
像
五
体
も
出
土
し
た
が
、
女
神
三
体
と
男
神
二
体
を
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
遺
構
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
社
殿
建
築
の
可
能
性

の
あ
る
掘
立
柱
建
物
も
知
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
状
況
証
拠
か
ら
見
て
来
る
と
、
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

沖
ノ
島
に
お
け
る
露
天
祭
祀
段
階
に
お
け
る
小
祀
も
し
く
は
初
期
の
社
殿
の
成
立
は
、

6



当
然
あ
る
い
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
想
定
で
き
る
と
考
え
た
い
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
奈

良
・
平
安
時
代
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
神
社
の
社
殿
成
立
に
至
る
一
般
論
に
終
始
し
た
。
し

か
し
、
た
と
え
ば
古
墳
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
湧
水
点
祭
祀
を
構
成
す
る
井
泉
の
存

在
形
態
を
通
し
て
、
祭
祀
か
ら
神
社
の
遺
構
へ
の
変
遷
を
追
求
し
た
先
駆
的
研
究

（
14
）

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
別
・
具
体
的
か
つ
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
求
め
ら
れ
る
と
い

え
よ
う
。

（
海
の
道
む
な
か
た
館
長
）

註（
1
）
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
、
一
九
六
一
年
）

三
二
一
頁
。

（
2
）
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
前
掲
書
』
三
二
一
～
三
二
二
頁
。

（
3
）
武
田
祐
吉
編
『
風
土
記
』（
岩
波
文
庫
一
四
七
八
︱

一
四
八
一
、
一
九
三
七
年
）。

（
4
）
第
三
次
沖
ノ
島
学
術
調
査
隊
（
代
表　

岡
崎　

敬
）『
宗
像　

沖
ノ
島　

本
文
』（
宗
像
大

社
復
興
期
成
会
、
一
九
七
九
年
）
六
〇
～
六
一
頁
。

（
5
）
昭
和
五
二
年
（
一
九
七
七
）
に
、
宗
像
神
社
は
宗
教
法
人
宗
像
大
社
と
い
う
呼
称
に
変
更

さ
れ
た
。

（
6
）
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保
存
技
術
協
会
『
福
岡
県
指
定
有
形
文
化
財　

宗
像
大
社　

中

津
宮
本
殿
保
存
修
理
工
事
報
告
書
』（
宗
像
大
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
7
）
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
『
前
掲
書
』
三
二
六
～
三
二
七
頁
。

（
8
）
坂
本
太
郎
ほ
か
『
日
本
書
紀
』
下
（
日
本
古
典
文
学
大
系
六
八
、岩
波
書
店
、一
九
六
五
年
）。

（
9
）
松
尾
充
晶
「
出
雲
大
社
の
成
立
と
変
遷
」（『
月
刊
文
化
財
』
六
〇
一
、第
一
法
規
株
式
会
社
、

二
〇
一
三
年
）
二
六
頁
。

（
10
）
島
根
県
教
育
委
員
会
『
青
木
遺
跡
Ⅱ
（
弥
生
～
平
安
時
代
編
）』
第
三
分
冊
（
二
〇
〇
六
年
）。

松
尾
充
晶
「
社
殿
の
成
立
過
程
と
そ
の
背
景
︱
出
雲
国
︱
」（『
古
代
文
化
』
第
六
六
巻
第

三
号
、（
財
）
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
四
年
）。

（
11
）
松
尾
充
晶
「
古
代
神
社
の
立
地
環
境
と
構
造
」（『
古
代
祭
祀
と
地
域
社
会
』
島
根
県
古
代

文
化
セ
ン
タ
ー
研
究
論
集
第
一
六
集
、
二
〇
一
六
年
）。

（
12
）
大
阪
府
立
弥
生
文
化
博
物
館
『
弥
生
の
神
々
︱
祭
り
の
源
流
を
探
る
︱
』（
大
阪
府
立
弥
生

文
化
博
物
館
図
録
四
、
一
九
九
二
年
）
二
五
頁
。

（
13
）
吉
留
秀
敏
ほ
か
『
金
武
四
︱
金
武
地
区
農
村
振
興
総
合
整
備
統
合
補
助
事
業
関
係
調
査
報

告
︱
』（
福
岡
市
埋
蔵
文
化
財
報
告
書
第
九
二
七
集
、二
〇
〇
七
年
）
三
〇
～
三
四
、八
八
頁
。

（
14
）
穂
積
裕
昌
「
古
墳
時
代
祭
祀
遺
構
か
ら
神
社
遺
構
へ
の
変
遷
」（『
古
代
文
化
』
第
六
五
巻

第
三
号
、（
財
）
古
代
学
協
会
、
二
〇
一
三
年
）。
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